
個
人
番
号
制
度
と
は

　
住
民
登
録
を
し
て
い
る
方
（
外
国

人
を
含
む
）
全
員
を
対
象
に
12
桁

の
個
人
番
号
を
定
め
、
年
金
や
医

療
、
福
祉
、
税
、
災
害
対
策
の
手

続
き
な
ど
で
個
人
番
号
を
利
用
す

る
国
の
制
度
で
す
。

　
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

手
続
き
に
必
要
な
書
類
が
少
な
く
な
る

な
ど
、
よ
り
迅
速
・
正
確
な
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

い
つ
か
ら
始
ま
る
の
？

●
10
月
以
降
、「
通
知
カ
ー
ド
」
を

各
世
帯
に
郵
送
し
、
個
人
番
号

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　※

「
通
知
カ
ー
ド
」
は
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
平
成
28
年
１
月
以
降
、
市
役
所
や

税
務
署
な
ど
で
個
人
番
号
の
利
用

が
始
ま
り
ま
す
。
年
金
・
医
療
・

介
護
・
児
童
福
祉
や
税
金
関
係
な

ど
の
手
続
き
の
ほ
か
、
職
場
で
健

康
保
険
な
ど
の
手
続
き
を
す
る
場

合
で
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

始
ま
る
前
に
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

■ 

市
民
の
皆
さ
ん
へ

　
10
月
以
降
に
「
通
知
カ
ー
ド
」
が

住
民
票
の
住
所
に
届
き
ま
す
。
現

在
の
住
ま
い
と
住
民
票
の
住
所
が
異

な
る
場
合
は
、「
通
知
カ
ー
ド
」
を

受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

■ 

事
業
主
の
方
へ

　
個
人
番
号
は
行
政
だ
け
で
な
く
、

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
従
業
員

を
雇
用
す
る
全
て
の
民
間
事
業
者

（
個
人
事
業
主
も
含
む
）
で
も
取
り

扱
い
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

①
従
業
員
の
個
人
番
号
は
重
要
な

個
人
情
報
で
す
。
個
人
情
報
が
漏

れ
な
い
よ
う
取
扱
責
任
者
を
定
め
、

シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
や
鍵
つ
き
棚
、
パ
ソ
コ
ン

の
ウ
イ
ル
ス
対
策
な
ど
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

②
会
計
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
い
る
場

合
は
、
個
人
番
号
に
対
応
す
る
ソ
フ

ト
か
ど
う
か
早
め
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。（
手
書
き
で
の
事
務
処
理
も

引
き
続
き
可
能
で
す
。）

個
人
番
号
が

表
示
さ
れ
た
カ
ー
ド
は
、

「
通
知
カ
ー
ド
」と

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の

２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　「
通
知
カ
ー
ド
」
は
住
民
登
録
が

あ
る
全
て
の
方
に
交
付
さ
れ
、「
個

人
番
号
カ
ー
ド
」
は
希
望
者
の
み
に

交
付
さ
れ
ま
す
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は

守
ら
れ
る
の
？

●
個
人
番
号
は
、
法
律
で
認
め
ら
れ

て
い
な
い
者
が
利
用
や
収
集
を
す

る
と
罰
則
が
あ
り
ま
す
。

●
初
回
に
交
付
さ
れ
る
「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
は
、

個
人
番
号
・
氏
名
・
住
所
・
生

年
月
日
・
性
別
・
写
真
画
像
の

み
が
記
録
（
希
望
者
の
み
電
子
証

明
情
報
も
記
録
）
さ
れ
て
お
り
、

所
得
や
健
康
保
険
な
ど
の
情
報
は

記
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

●
国
の
第
三
者
機
関
の
委
員
会
が
、

個
人
番
号
を
利
用
す
る
者
に
監

督
や
命
令
な
ど
を
行
う
権
限
が
あ

り
ま
す
。

個
人
番
号
は
非
常
に
重

要
な
個
人
情
報
で
す
。

●
絶
対
に
他
人（
役
所
や
職
場
な
ど

法
律
で
利
用
で
き
る
者
を
除
く
。）

に
番
号
を
教
え
た
り
、カ
ー
ド
を

渡
し
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。市

役
所
職
員
が
電
話
で
個
人
番
号

を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

●
万
一
、
紛
失
・
盗
難
に
あ
っ
た
場

合
は
、
24
時
間
３
６
５
日
対
応
の

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（「
通
知
カ
ー
ド
」

送
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

で
対
応
し
ま
す
。
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で
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年
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始
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へ

10
月
以
降
に
「
通
知
カ
ー
ド
」
が

個人番号（マイナンバー・社会保障税番号）制度が
始まります 企画課政策推進係　☎0824-73-1112

デザインは変更
される場合があ
ります。

通知カード 個人番号カード

10月以降 平成28年１月以降

希望者のみ（希望者は、「通知カード」に同封されている申
請書により郵送で申請）

住民登録をしている方（外国
人の方を含む。）全員

事前に申込を行った後、市役所の窓口で本人確認を行い、交付します。簡易書留で送付します。

初回発行無料無料

「通知カード」の機能に加え、身分証明書、電子証明書
（e-Taxなど）、マイナポータル（自宅のパソコンから、自分の
個人情報の提供の記録などの情報を確認できる）での利用

市役所や税務署、年金事務
所などで、個人番号を必要と
する手続きに利用

利用方法

手数料

交付方法

交付対象者

交付時期
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